
様式第５号（第６条関係） 

誓約書・奨学金借用証 書 

広島県教育委員会 様 

 

私は、広島県高等学校等奨学金（入学準備金・修学奨学金）を下記のとおり借用します。 

ついては、広島県高等学校等奨学金貸付条例その他の関係規程に従い、奨学生（借受者）としての責務を果た

すことはもとより、貸付期間満了後は、償還計画のとおり、誠実に返還の義務を履行することを誓約します。 

     借用金額 
 

 

（内訳：入学準備金         円、修学奨学金            円） 

償還計画 

償還方法 □月賦    □半年賦    □年賦    □一括 

償還期間 （    ）年（    ）か月 

 

令和   年   月   日 

奨学生 

（借受者） 

決定番号 第        号 

ふりがな  印 

氏 名  

 
住 所 

〒 

 

電話番号     －    －  

 

  私たちは、奨学生（借受者）と連帯して債務を負担します。 

保証人 

（親権者等） 

ふりがな  実印 

氏 名  

 
住 所 

〒 

 

 

電話番号     －    － 
奨学生（借受者）

との続柄 
 

勤務先 

名 称  

所在地 

〒 

  

 

電話番号（      －     －     ） 
 

保証人 

ふりがな  実印 

氏 名  

 
住 所 

〒 

 

電話番号     －    － 
奨学生（借受者）

との続柄 
 

勤務先 

名 称  

所在地 

〒 

 

 

電話番号（      －     －     ） 

注 １ 奨学生（借受者）及び保証人の氏名は、それぞれの者が自署すること。 

  ２ 特別の事由なく別に定める期間内に誓約書・奨学金借用証書の提出がない場合は、広島県高等学校等奨学金貸付条例施行規則第６条第３項の規定

により奨学生（借受者）となることを辞退したものとみなされます。 

  ３ 借用金額の内訳については、留学奨学金は記載不要とする。 

  ４ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４とする。 

百万 十万 万 千 百 十 円 

       

租税特別措置法

第 91 条の３に

より印紙は必要

ありません。 



様式第５号（第６条関係） 

誓約書・奨学金借用証 書 

広島県教育委員会 様 

 

私は、広島県高等学校等奨学金（入学準備金）を下記のとおり借用します。 

ついては、広島県高等学校等奨学金貸付条例その他の関係規程に従い、奨学生（借受者）としての責務を果た

すことはもとより、貸付期間満了後は、償還計画のとおり、誠実に返還の義務を履行することを誓約します。 

     借用金額 
 

 

（内訳：入学準備金         円、修学奨学金            円） 

償還計画 

償還方法 □月賦    □半年賦    □年賦    □一括 

償還期間 （    ）年（    ）か月 

 

令和   年   月   日 

奨学生 

（借受者） 

決定番号 第        号 

ふりがな  印 

氏 名  

 
住 所 

〒 

 

電話番号     －    －  

 

  私たちは、奨学生（借受者）と連帯して債務を負担します。 

保証人 

（親権者等） 

ふりがな  実印 

氏 名  

 
住 所 

〒 

 

 

電話番号     －    － 
奨学生（借受者）

との続柄 
 

勤務先 

名 称  

所在地 

〒 

  

 

電話番号（      －     －     ） 
 

保証人 

ふりがな  実印 

氏 名  

 
住 所 

〒 

 

電話番号     －    － 
奨学生（借受者）

との続柄 
 

勤務先 

名 称  

所在地 

〒 

 

 

電話番号（      －     －     ） 

注 １ 奨学生（借受者）及び保証人の氏名は、それぞれの者が自署すること。 

  ２ 特別の事由なく別に定める期間内に誓約書・奨学金借用証書の提出がない場合は、広島県高等学校等奨学金貸付条例施行規則第６条第３項の規定

により奨学生（借受者）となることを辞退したものとみなされます。 

  ３ 借用金額の内訳については、留学奨学金は記載不要とする。 

  ４ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４とする。 

百万 十万 万 千 百 十 円 

       

租税特別措置法

第 91 条の３に

より印紙は必要

ありません。 



様式第５号（第６条関係） 

誓約書・奨学金借用証 書 

広島県教育委員会 様 

 

私は、広島県高等学校等奨学金（修学奨学金）を下記のとおり借用します。 

ついては、広島県高等学校等奨学金貸付条例その他の関係規程に従い、奨学生（借受者）としての責務を果た

すことはもとより、貸付期間満了後は、償還計画のとおり、誠実に返還の義務を履行することを誓約します。 

     借用金額 
 

 

（内訳：入学準備金         円、修学奨学金            円） 

償還計画 

償還方法 □月賦    □半年賦    □年賦    □一括 

償還期間 （    ）年（    ）か月 

 

令和   年   月   日 

奨学生 

（借受者） 

決定番号 第        号 

ふりがな  印 

氏 名  

 
住 所 

〒 

 

電話番号     －    －  

 

  私たちは、奨学生（借受者）と連帯して債務を負担します。 

保証人 

（親権者等） 

ふりがな  実印 

氏 名  

 
住 所 

〒 

 

 

電話番号     －    － 
奨学生（借受者）

との続柄 
 

勤務先 

名 称  

所在地 

〒 

  

 

電話番号（      －     －     ） 
 

保証人 

ふりがな  実印 

氏 名  

 
住 所 

〒 

 

電話番号     －    － 
奨学生（借受者）

との続柄 
 

勤務先 

名 称  

所在地 

〒 

 

 

電話番号（      －     －     ） 

注 １ 奨学生（借受者）及び保証人の氏名は、それぞれの者が自署すること。 

  ２ 特別の事由なく別に定める期間内に誓約書・奨学金借用証書の提出がない場合は、広島県高等学校等奨学金貸付条例施行規則第６条第３項の規定

により奨学生（借受者）となることを辞退したものとみなされます。 

  ３ 借用金額の内訳については、留学奨学金は記載不要とする。 

  ４ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４とする。 

百万 十万 万 千 百 十 円 

       

租税特別措置法

第 91 条の３に

より印紙は必要

ありません。 



 


